
 

 

 社会福祉法人白岡市社会福祉協議会白岡市地域づくり事業助成金要領 

 

１ 趣 旨 

 この要領は、「社会福祉法人白岡市社会福祉協議会白岡市地域づくり事業助成金交付要

綱」に基づき、白岡市重層的支援体制整備事業（地域づくり事業）において、世代や属

性を超えて住民同士が交流できる地域活動について、市内で地域福祉活動を行う団体に

対し、持続可能な地域福祉活動の推進を助成を通じて支援するものである。 

 

２ 財 源 

 この財源は、白岡市重層的支援体制整備事業交付金から拠出するものとする。 

 

３ 対象団体 

交付対象となる団体は、次に掲げる条件を満たすものとする。 

⑴  非営利で事業を実施する団体（代表者や会計管理者を定めて継続的に活動する団

体） 

⑵  企業・事業所などの営利法人のほか、本事業の目的に賛同し推進する意思のある

団体 

⑶  白岡市社会福祉協議会の支部社協 

⑷  白岡市社会福祉協議会会長（以下「会長」という。）が特に必要と認めた団体 

 

４ 対象事業（活動） 

対象となる活動や事業は、別表１および白岡市重層的支援体制整備事業実施計画にお

ける地域づくり事業内における次の活動に該当するものとする。 

⑴  白岡市内での事業であり、年齢・性別・心身の状態・その他属性にかかわらず誰

でも利用できるものであること 

⑵  住民のニーズや生活課題に柔軟に対応し、白岡市の地域福祉の推進を図るもので

あること 

⑶  本会が実施可能な取り組みであることを認め、１年以上継続して活動することが

見込まれるものであること 

⑷ その他、会長が認めた活動や事業 

 

５ 対象外（団体・活動・事業） 

次に掲げる団体（または活動や事業）は助成対象者となることができない。 

⑴ 政治活動または宗教活動を主な目的としている団体や活動（事業） 

⑵ 活動内容が公の秩序または善良な風俗に反する団体や活動（事業） 

⑶ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号。

以下この号において「法」という。）第 2条第 2号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）又は暴力団員（法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が

意思決定に関与し、又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係にあ

る団体や活動 



 

 

⑷ 営利目的の活動（事業） 

⑸ 実施団体の構成員のみを対象とする活動（事業） 

⑹ 白岡市社会福祉協議会における別の助成を受けているまたは申請中の団体や活動 

 

 

６ 対象経費および助成額 

助成対象事業の実施に要する経費は別表２のとおりとする。なお、同一事業に対する

助成は最長５年間とし、継続を希望する場合も再度申請・審査を行うものとする。ただ

し、次に掲げる経費は、対象外とする。 

(1) 団体構成員のみに対する経費（食糧費、宿泊費、交通費、入場料、諸謝金等） 

(2) 団体の運営経費 

(3) その他  事業に関係ない経費 

(4) 白岡市地域づくり事業助成金の審査において認められない経費 

  

７ 申請の方法 

次の各号に定める書類を、社会福祉法人白岡市社会福祉協議会会長あてに提出する。

なお、助成金の交付申請は、同一年度内に１団体１回限りとする。 

(1) 白岡市地域づくり事業助成金交付申請書（様式第１号） 

(2) 事業計画書 

(3) 収支予算書 

(4) その他必要な資料（会員名簿、会則等） 

(5) その他、会長が必要とした書類 

 

８ 審査決定の時期並びに事業の実施時期及び申請期限 

審査は次のとおり行い、所定の期日までに申請するものとする。 

  (1)前期助成決定：毎年６月下旬 

事業実施時期：毎年７月１日から翌年３月３１日まで 

申 込 期 限：毎年５月３１日まで 

 (2)後期助成決定：毎年９月下旬 

事業実施時期：毎年１０月１日から翌年３月３１日まで 

申 込 期 限：毎年８月３１日まで 

 

９ 審査 

白岡市地域づくり事業助成金を申請した団体は、書類の審査以外に確認が必要となっ

た場合、実地調査や面談等にて提出書類等の説明を行うものとする。 

 

１０ 事業の実施 

 事業を実施する際は、各種広報物（リーフレット、チラシ、ポスター、SNSなど）や

成果物（実績報告、たより、会報など）において、当該助成金を受けている旨を明記す

ること。 



 

 

 

１１ 変更および中止の申請 

助成金の交付決定の通知を受けた後、申請内容を変更または中止するときは、活動助成

金変更・中止申請書（様式第３号）に書類を添付して、事前に会長の承認を得なければ

ならない。 

 

１２ 取り消し及び助成金の返還 

白岡市社会福祉協議会は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、助

成金の交付決定の全部または一部を取り消し、すでに交付した助成金があるときはその

全部または一部の返還を命ずることができる。 

⑴  社会福祉法人白岡市社会福祉協議会白岡市地域づくり事業助成金交付要綱または

社会福祉法人白岡市社会福祉協議会白岡市地域づくり事業助成金要領の規定に違反

したとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき 

⑶  正当な理由なく、交付申請内容と実績報告の内容に齟齬があったとき。 

⑷ その他白岡市社会福祉協議会が不適当と認める行為があったとき（法令違反や社   

会通念上不適切な行為があったと認められるときも含む）。 

 

１３ 活動助成金の実績報告 

活動助成金の交付を受けた団体は、活動助成金使用実績報告書（様式第４号）に関係

書類を添付して、会長に提出するものとする。 

 

 

 



 

 

（別表１） 

事業・具体的取組等 概要 

多様な居場所づくりプロジェクト  

多世代参加型地域食堂プロジェクト  

その他事業 地域づくりに関連するもの 

 

（別表２） 

助成金の額および対象経費 

事業の実施に直接要する経費とし、事業や参加対象者の規模に応じて以下のとおりとする。

また、対象経費は以下のとおりとする。 

 

＜助成金額＞ 

① 【新規】別表１の事業を当年度新たに立ち上げる場合 

   １団体につき 100,000 円を限度とする 

② 【継続】別表１の事業で継続した事業を行う場合（すでに当年度以前から発足している

事業を実施する場合も含む） 

   １団体につき 50,000 円を限度とする 

 

＜対象経費＞ 

(1) 消耗品費 

(2) 印刷製本費 

(3) 通信運搬費 

(4) 諸謝金（団体構成員に対するものは除く） 

(5) 賃借料 

(6) 会議費（会議時の茶菓子代を含む） 

(7) 旅費交通費（団体構成員に対するものは除く） 

(8) 研修費（食品衛生管理者講習費等） 

(9) 食糧費（食堂運営食材費等。団体構成員のみの飲食は除く） 

⑽ 保険衛生費（検便検査、消毒液等） 

⑾ 保険料（行事保険代等） 

⑿ 手数料 

  

 



 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

白岡市地域づくり事業助成金交付申請書 

  年  月  日 

 

白岡市社会福祉協議会 

会 長        様 

 

団体名 

代表者住所 

氏 名（自署）           

 

 

白岡市地域づくり事業助成金の交付を受けたいので関係書類を添えて 

申請致します。 

 

 

記 

 

１ 申請区分   当年度新規 ・ 当年度継続 

２ 申請額           円 

３ 目的及び使途（別添可） 

 

 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

１．事業計画書  ２．収支予算書 

３．その他必要な資料（会員名簿、会則等） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第２号（第６条関係） 

 

白岡市地域づくり事業助成金交付決定・却下通知書 

第     号 

  年  月  日 

 

            様 

 

白岡市社会福祉協議会 

会 長 

 

 

      年 月 日付で申請のあった白岡市地域づくり事業助成金の交付について、

下記のとおり（決定・却下）したので通知します。 

 

 

記 

 

１．交付決定額   金           円 

     （１）申請とおり 

     （２）減額・却下理由 

 

                 

 

 

 

 

 

 

   ２．指示事項 

     （１）当該事業終了後２カ月以内に下記の書類を提出してください。 

       １ 白岡市地域づくり事業助成金使用実績報告書（様式第４号） 

       ２ 事業報告書 

       ３ 収支決算書 

       ４ その他必要な書類 

     （２）この助成金が目的以外等又は不正に使用された場合には、交付金の 

全部又は一部の返還を命ずることがあります。 

 

 



 

 

 

様式第３号（第７条関係） 

 

白岡市地域づくり事業助成金変更・中止申請書 

  年  月  日 

 

白岡市社会福祉協議会 

会 長        様 

 

団体名 

代表者住所 

氏 名（自署）           

 

 

白岡市地域づくり事業助成金の変更・中止を受けたいので関係書類を添えて 

申請致します。 

 

 

記 

 

１ 変更・中止内容（別添可） 

 

 

 

２ 変更・中止理由（別添可） 

 

 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

１．事業計画書  ２．収支予算書 

３．その他必要な資料（会員名簿、会則等） 

 

 

 

 



 

 

 

様式第４号（第９条関係） 

 

白岡市地域づくり事業助成金使用実績報告書 

  年  月  日 

 

白岡市社会福祉協議会 

会 長        様 

 

団体名 

代表者住所 

氏 名（自署）          

 

 

白岡市地域づくり事業助成金の使用について関係書類を添えて報告いたします。 

 

 

記 

 

１ 添付書類  ①    年度事業報告書 

                ②    年度収支決算書 

                ③その他必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


